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H19-建-継-12

三種町　上岩川

● ○ ○ ○

○　特になし

○　特になし

○　第３次緊急輸送路であり、他に機能が競合する路線は存在しない。
○　当区間は車道幅員が５ｍと狭小で大型車及び路線バスの運行に支障を来たしている。

○　現道は通学路指定されているにも係わらず、歩道が未整備で歩行者の安全性が脅かさ
  12　れている。

○　本路線は、日本海沿岸東北自動車道の琴丘森岳ＩＣのアクセス道路として計画されて

　おり、県内９０分交通体系を実現する道路の整備として早急に行う必要がある。

○　現道は、曲線半径３０ｍを始めとする屈曲箇所が多く存在し、冬期交通の安全性確保   10
　が困難な隘路となっている。

○　日本海沿岸東北自動車道の琴丘森岳ＩＣアクセス道路であり、県内９０分交通体系の

　実現として有効性は高い。
○　第３次緊急輸送路として、災害や救急医療施設のアクセス道路としての活用も見込ま   26
　れ、防災計画上の重要路線である。

○　道路橋梁計画部の河川局部改良工事を行うことにより、下流の河川改修事業と一連の

　治水効果が発揮できる。

○　事業の費用便益比は１．００である。   18

○　地元住民の事業推進に対する熱意が高く、用地取得等についても順調に交渉が進んで

　いる（用地買収は約９割完了している）。引き続き改良工を促進していく。

  15

● ○ ○

「有効性」が特に高い点数となっており、日本海沿岸東北自動車道の琴丘森岳ＩＣへの     81
アクセス道路として県内９０分交通体系を実現する有効性が高いことから引き続き実施

すべきである。

● ○ ○ ○

事業継続は妥当である。

引き続きコスト縮減に留意しながら事業を継続する。

県の対応方針を「可」とする。



公共事業箇所評価基準

評価種別 事業コード( )

適用基準名 箇所名 ( )

１．評価内訳

観点 評価項目　細別 評価基準 配 点 評価点 摘 要

２．判定
ランク 判定内容 配　　点 判定 摘　　要

   1/1別表７(20)

継続箇所評価 H19-建-継-12

道路改築事業（地域間交流・連携促進） 三種町　上岩川

必要性

緊急性

有効性

効率性

熟度

合計

道路の現状の問題
　　　・車道幅員＜５．５ｍ
　　　・最小半径＜１００ｍ
　　　・最急勾配＞５％
　　　・冬期堆雪巾なし
　　道路環境上の欠陥該当項目
　　　・現道の混雑度≧１．０
　 ・現道の旅行速度≦30km/h
　　　・現道の事故率≧５０件
　　　・通学路指定で歩道なし
　　　・重大交通事故が発生

計
道路をとりまく環境等
　　関連事業の有無
　　　・県の主要プロジェクト
　　　・地域振興プロジェクト
　　　・ほ場整備等の他事業
　　市町村合併支援道路

　　特有の課題の有無
　　　老朽橋、災害危険箇所、
　　　冬期通行不能区間等

計
道路の位置づけ
　　緊急輸送路

　 県内90分交通体系、全国1日交通圏等に

　　社会変化による事業の必要性

計
事業の投資効果等
　　費用便益比（Ｂ／Ｃ）

　　計画交通量

　　コスト縮減

　　事業中止による影響

計
事業の進捗進捗状況
　　事業の進捗（事業費）

　　用地買収の進捗（面積）

計

３箇所以上
２箇所
１箇所
０箇所
５件該当
４件該当
３件該当
２件該当
１件該当
該当項目なし

あ り

な し
位置づけあり
位置づけなし
あ り
な し

第１次輸送路
第２次輸送路
第３次輸送路
指定なし
あ り
な し
必要性が高い
低下傾向
必要性が低い

１．０以上
１．０未満
5,000台/日以上
1,000台/日以上～5,000台日/未満
1,000台/日未満
あ り
な し
既投資額の損失大
既投資額の部分的損失
既投資額の損失が少ない

８割以上完了
５割以上完了
１割以上完了
１割未満
８割以上完了
５割以上完了
１割以上完了
１割未満
未着手

8
5
3
0
7
6
5
4
2
0
15

5

0
5
0
5
0

15

10
8
6
0
10
0
10
6
3
30

5
0
5
3
0
5
0
5
4
3
20

10
8
5
2
10
8
5
2
0
20

100

8

4

12

5

0
5

10

6

10

10

26

5

3

5

5

18

5

10

15

81

２次改築事業について
は該当しない。

２次改築は配点１５点
２次改築は配点１２点
２次改築は配点１０点
２次改築は配点８点
２次改築は配点４点

etc 大規模バイパス
etc 部分的ミニバイパス
etc 現道拡幅

Ⅰ 優先度がかなり高い ８０点以上

Ⅱ 優先度が高い ６０点以上～８０点未満

Ⅲ 優先度が低い ６０点未満

Ⅰ




